
新型コロナウイルス感染症対策　町の独自支援策の追加について(令和２年度３月補正予算分)

　町では、新型コロナウイルス感染症が収束に至らない現状を踏まえ、町民の皆さまの不

安や負担を減らすため、独自の支援策を追加します。

　生活者の支援、中小企業者の支援、公共施設での感染防止対策に重点的かつ速やかに

取り組みます。

　詳細は、町ホームページでも掲載しますのでご確認ください。

住民生活の支援

●新生児臨時特別給付金給付事業

　新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、妊娠から出産をされた方々の経済的な支援と新生児の健や

かな成長を応援するため、引き続き給付事業を実施します。

給付対象児　令和２年４月２８日から令和４年４月１日生まれの新生児（出生後最初に記録された住民記録が

　 本町であるもの）。給付対象児１人につき１回に限ります。

給付金額　給付対象児１人につき１０万円

受給資格　対象となる新生児を出産した母、またはその新生児の父であって、新生児が出生

　 した時点で本町に住民登録され、申請日において引き続き住民登録されている方

申請方法　出生届提出時に町民福祉課での申請手続きをお願いします。

　　　　　　  ※詳細については、町ホームページをご覧ください。

●新型コロナウイルス感染症傷病見舞金

　神川町国民健康保険 ・ 後期高齢者医療保険被保険者のうち、 令和２年１月１日 （水） から令和３年９月

３０日 （木） までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために収入等が減少した自営業者等に対し、

傷病見舞金２０万円の支給を行います。 自営業者等以外の被保険者の場合は、 従来の傷病手当金 （就労

できない期間に基づき計算された額） の対象となります。

　申請の必要事項など、 詳細はお問合せいただくか、 町ホームページをご確認ください。

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５-７７-2112　FAX０４９５-７７-2117

問合せ　保険健康課　保険担当　☎０４９５-７７-2113　FAX ０４９５-７７-2117

●小学校のトイレ洋式化等改修工事

丹荘小：トイレ洋式化、床リフォーム、自動水栓化等

青柳小、渡瀬小、神泉小：トイレ洋式化（一部）

●公共施設の感染防止対策

総合福祉センターのエアコン整備、中央公民館入り口の自動ドア化

感染防止対策

中小企業者の事業継続支援

問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-070３　FAX０４９５-７７-3915

●新型コロナウイルス感染症対策店舗等改装補助事業

　令和２年度に行った新型コロナウイルス感染症対策のために中小企業者等（個人事業主および農家を含

む）が行う改装工事等の費用補助事業を令和３年９月３０日（木）まで期間延長し、支給要件を１０万円以上の

工事等から５万円以上の工事等まで引き下げる緩和を行います。

　※法人・個人事業主問わず1店舗につき1回限りの申請とします。

　※常時看板を掲げ不特定多数の来客がある店舗が対象となります。

補助率　税抜き工事費の２／３に相当する額（千円未満は切捨て）

補助限度額　３０万円

補助対象　令和２年４月以降に実施した５万円以上（消費税別）の工事および備品購入

　　　　　　　①店内換気システム（エアコン・換気扇）の導入、改修　　②手洗い場の自動手洗い器の導入

　　　　　　　③座席間の間仕切り（パーテーション）の設置　　④移動に工事が必要な机やいすの配置変更

　　　　　　　⑤窓口・カウンターの仕切りの設置　　⑥手指消毒液用スタンドの設置

　　　　　　　⑦ソーシャルディスタンス表示のステッカーやポスター

　　　　　　　⑧テイクアウトシステム（オンラインショップ）導入

申請期限　９月30日（木）

申請方法　申請書および添付書類を経済観光課へ提出してください。

●神川町中小企業者等事業持続化給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化している中小企業者等の活動を応援し、事業持続化を

支援することを目的とした「神川町中小企業者等事業持続化給付金」を昨年度実施した神川町中小企業者

等事業継続支援金に続き実施します。支援金の給付を受けた事業者も申請できます。

給付金額　最大20万円　　※この給付金は、所得税の課税対象収入となります。

9　　KAMIKAWA　４月号 KAMIKAWA　４月号　　8

給付条件　①神川町内において事業を行っている中小企業者等（個人事業主及び農家含む）で、今後も事業

　　　　　　　　 を続ける意思があること。

              ②新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること。

                 ※感染症の影響を受けている事業年（度）とその前年の収入を比較して減

　　　　　　　　　　少している場合に対象となります。

              ③利子及び信用保証料補助の申請者は、対象融資（詳細はホームページ参照）

　　　　　　　　 のいずれかを利用していること。

申請期限　９月30日（木）

申請方法　申請書および添付書類を経済観光課へ提出してください。

給付金の種類 給付金額 給付条件

定額給付 １事業者あたり 10 万円 下記の① ・ ②に該当する事業者

利子及び信用保証料補助 １事業者あたり上限 10 万円 下記の① ・ ② ・ ③に該当する事業者

期間延長

期間延長・要件緩和

新規

新規

新規


